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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

白
神
山
地
や
八
甲
田
山
に
代
表
さ
れ
る
本
県
の
豊

か
で
美
し
い
自
然
環
境
や
景
観
、歴
史
・
文
化
等
（
以

下
「
自
然
環
境
等
」
と
い
う
。）
は
、
県
民
共
通
の
財

産
で
あ
り
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
だ
け
が
そ
の
恵
沢

を
享
受
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
良
好
な
状
態

で
未
来
の
世
代
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
地
球
温
暖
化
の
急
速
な
進
行
に
よ
り
地
球

環
境
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
中
、
本
県
が
有
す
る

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
活
か
し
な
が
ら
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
導
入
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
地
球
温
暖
化
対

策
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
源
の
安
定
供
給
の
観
点
か
ら
も
重
要
性
が
高

く
、
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
に
も
寄
与
す
る
も
の

で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
県
は
既
に
風
力
発
電
を
中
心

に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
施
設
（
以
下
「
再
エ

ネ
施
設
」
と
い
う
。）
の
立
地
拠
点
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
導
入
が
急
速
に
進
む
中
で
地
域
に
お
い
て
様
々

な
問
題
が
顕
在
化
す
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
自
然
環
境
等
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事

業
（
以
下
「
再
エ
ネ
事
業
」
と
い
う
。）
が
持
続
可

能
な
形
で
向
き
合
い
、
共
存
共
栄
し
て
い
く
た
め
の

ル
ー
ル
づ
く
り
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
令

和
５
年
９
月
に
「
自
然
環
境
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
の
共
生
構
想
」（
以
下「
共
生
構
想
」と
い
う
。）

を
発
表
し
ま
し
た
。

先進・ユニーク条例【解説】

　青森県は、「青森県再生可能エネルギー共
生税条例」及び「青森県自然・地域と再生可
能エネルギーとの共生に関する条例」を制定
した（令和７年条例第１号及び第２号として、
令和７年３月28日公布）。地域の自然環境、
景観、歴史・文化等と再生可能エネルギー発
電事業との共生が図られるよう、ゾーニング、
合意形成手続及び課税を組み合わせた全国初
の条例である。

共
生
構
想
で
は
、
自
然
環
境
等
と
の
共
生
を
前
提

に
、
県
内
の
電
力
需
要
相
当
量
の
全
て
を
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
賄
う
こ
と
が
可
能
な
規
模
の
再
エ
ネ
施

設
の
導
入
を
目
指
す
こ
と
と
し
、
再
エ
ネ
施
設
と
自

然
・
地
域
と
が
共
生
す
る
こ
と
の
で
き
る
新
た
な
仕

組
み
づ
く
り
の
検
討
に
着
手
す
る
旨
を
示
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
学
識
経
験
者
等
を
委
員
と
す

る
「
青
森
県
自
然
・
地
域
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
の
共
生
制
度
検
討
有
識
者
会
議
」
の
御
意
見
を
伺

い
な
が
ら
、「
青
森
県
自
然
・
地
域
と
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
の
共
生
に
関
す
る
条
例
」（
以
下
「
共

生
条
例
」
と
い
う
。）
及
び
共
生
条
例
と
一
体
と
な
っ

て
そ
の
政
策
効
果
・
実
効
性
を
補
完
す
る
た
め
の「
青

森
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
共
生
税
条
例
」（
以
下

青森県

青
森
県
自
然
・
地
域
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー 

と
の
共
生
に
関
す
る
条
例 

青
森
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
共
生
税
条
例

青
森
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
環
境
政
策
課

財
務
部
税
務
課
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「
共
生
税
条
例
」
と
い
う
。）
か
ら
な
る
「
共
生
制
度
」

の
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

２　

条
例
の
内
容
（
共
生
条
例
）

（
１
）
基
本
的
な
事
項

①
対
象
事
業

再
エ
ネ
施
設
（
出
力
が
２
０
０
０
kW
以
上
の
太
陽

光
発
電
施
設
又
は
５
０
０
kW
以
上
の
風
力
発
電
施
設
）

を
新
設
又
は
増
設
す
る
事
業
で
す
。

②
条
例
の
概
要

共
生
条
例
は
、
次
の
２
つ
の
手
法
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
世
代
が
未
来
の
世
代
に
引

き
継
ぐ
べ
き
自
然
環
境
等
を
保
全
す
る
こ
と
を
前
提

に
、
持
続
可
能
な
形
で
本
県
に
お
け
る
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
円
滑
な
導
入
を
促
進
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
を
経
て
地
域
と
の
共
生
が
図
ら
れ
た
再
エ

ネ
施
設
の
設
置
計
画
を
知
事
が
認
定
す
る
こ
と
で
、

再
エ
ネ
施
設
の
円
滑
な
導
入
を
促
進
す
る
制
度
と
し

て
い
ま
す
。

イ　

地
域
区
分
の
設
定
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）

広
域
的
な
視
点
か
ら
守
る
べ
き
環
境
を
保
全
す
る

た
め
、
本
県
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
保

護
・
保
全
の
地
域
区
分
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
し
、
設

置
計
画
の
立
案
段
階
か
ら
地
域
区
分
に
応
じ
た
配
慮

を
求
め
ま
す
。

ロ　

合
意
形
成
の
手
続
（
合
意
形
成
プ
ロ
セ
ス
）

再
エ
ネ
施
設
の
設
置
に
当
た
り
、
事
業
者
に
対
し

て
地
域
と
の
合
意
形
成
に
向
け
た
意
見

交
換
会
及
び
説
明
会
の
開
催
を
義
務
付

け
ま
す
。

（
２
）
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て

共
生
条
例
で
は
県
内
を
保
護
地
域
、

保
全
地
域
又
は
調
整
地
域
の
３
地
域
に

区
分
し
ま
す
。
そ
の
上
で
、
保
全
地
域

又
は
調
整
地
域
の
う
ち
、
市
町
村
が
再

エ
ネ
施
設
の
設
置
を
促
進
し
よ
う
と
す

る
区
域
で
あ
っ
て
、
地
域
と
の
共
生
が

図
ら
れ
る
と
知
事
が
認
め
た
区
域
を
共

生
区
域
に
指
定
し
ま
す
。

①
保
護
地
域

現
行
の
法
令
等
で
特
別
な
価
値
が
認

め
ら
れ
、
自
然
環
境
等
を
良
好
な
状
態

で
未
来
に
継
承
す
る
た
め
に
保
護
す
べ

き
地
域
で
す
。
原
則
と
し
て
、
国
が
設

置
を
す
る
場
合
等
の
公
益
上
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
電
気
に
変
換
す
る

施
設
の
設
置
が
で
き
な
い
地
域
で
す
。

②
保
全
地
域

現
行
の
法
令
等
で
価
値
が
認
め
ら
れ
、

自
然
環
境
等
を
良
好
な
状
態
で
未
来
に

継
承
す
る
た
め
に
保
全
す
べ
き
地
域
で

す
。原
則
と
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

【ゾーニング 】 【合意形成プロセス】

保護地域

自然環境、景観、歴史・
文化等を良好な状態で
未来に継承するために
保護する地域

（事業不可）

調整地域

保全地域、保護地域

以外の地域

不認定

【個別法の手続】

【通知・公表】

確認

事業者

共生区域内の事業

①事業計画の早期段階
・事業者：住民との意見交換会の実施
・市町村：市町村意見を県に回答
・県：市町村意見を踏まえ知事意見を通知

②環境影響評価書公告後
・事業者：住民への説明会の実施
・市町村：市町村意見を県に回答
・県：市町村意見等を踏まえ事業認否判断

地域との合意形成

環境影響評価① ②

保全地域

自然環境、景観、歴史・
文化等を良好な状態で
未来に継承するために保
全する地域

共生区域に移行し、
市町村による共生
事業の認定を受け
た場合に限り、事業
可

共生区域外の事業

共生区域を目指しながら、合意形成プロセスを実施可

上記以外の共生区域内の事

業

温対法の促進区域、農山漁

村再エネ法の設備整備区域

内の事業

温対法の脱炭素化

促進事業又は農山

漁村再エネ法の設

備整備計画 認定

協議会等の開催

上記以外の事業

環境影響評価

共生区域内の事業は、合意形成プロセスを簡略化

申請

申請

届出

図表　共生条例全体の流れ
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源
を
電
気
に
変
換
す
る
施
設
の
設
置
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
共
生
区
域
に
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
設
置
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
地
域
で
す
。

③
調
整
地
域

保
護
地
域
及
び
保
全
地
域
以
外
の
地
域
で
す
。

④
共
生
区
域

市
町
村
の
申
出
に
基
づ
き
、
保
全
地
域
又
は
調
整

地
域
内
の
次
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
、
地
域
の
自
然

環
境
等
と
再
エ
ネ
施
設
と
が
共
生
で
き
る
と
認
め
ら

れ
る
区
域
を
、
知
事
が
共
生
区
域
に
指
定
し
ま
す
。

な
お
、
市
町
村
の
申
出
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
施
策

推
進
上
必
要
と
認
め
る
区
域
を
共
生
区
域
に
指
定
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

イ　

地
域
の
自
然
環
境
等
と
再
エ
ネ
施
設
と
が
共
生

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
定
め

た
区
域

ロ　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
21

条
第
５
項
第
２
号
の
区
域

ハ　

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
５
条
第
２
項
第
２
号
の
区
域

共
生
区
域
に
再
エ
ネ
施
設
を
設
置
す
る
際
、
意
見

交
換
会
や
説
明
会
な
ど
の
合
意
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
一

部
を
省
略
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
合
意
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て

①
意
見
交
換
会

事
業
者
が
設
置
計
画
を
検
討
す
る
早
期
の
段
階
に

お
い
て
、
事
業
者
と
地
域
住
民
等
と
の
実
効
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
意

見
交
換
会
の
開
催
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

設
置
計
画
の
素
案
段
階
か
ら
情
報
提
供
を
十
分
か

つ
丁
寧
に
行
い
、
意
見
交
換
会
を
通
じ
て
地
域
住
民

等
の
声
に
耳
を
傾
け
、
設
置
計
画
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
り
、
事
業
者
に
と
っ
て
も
、
計
画
の
質
を
向
上

さ
せ
、
手
戻
り
の
リ
ス
ク
を
軽
減
で
き
る
な
ど
の
利

点
が
あ
り
ま
す
。

②
説
明
会

意
見
交
換
会
や
環
境
影
響
評
価
手
続
の
各
段
階
に

お
け
る
地
域
住
民
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
事
業
者
が

ど
の
よ
う
に
配
慮
し
て
、
最
終
的
な
設
置
計
画
を
決

定
し
た
の
か
、
地
域
住
民
等
に
説
明
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
説
明
会
の
開
催
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

事
業
者
は
、事
業
の
実
施
に
よ
る
環
境
影
響
予
測
・

評
価
の
結
果
や
関
係
法
令
の
遵
守
状
況
等
を
説
明
す

る
こ
と
で
、
地
域
住
民
等
の
事
業
に
対
す
る
理
解
の

促
進
を
図
り
ま
す
。

（
４
）
認
定
手
続

事
業
者
は
、
説
明
会
開
催
後
に
県
へ
設
置
計
画
の

認
定
申
請
を
行
い
ま
す
。

県
は
、
設
置
場
所
の
市
町
村
に
対
し
て
地
域
の
自

然
環
境
等
と
再
エ
ネ
施
設
と
の
共
生
を
図
る
見
地
か

ら
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
県
環
境
審
議
会
か

ら
意
見
聴
取
し
た
上
で
、
設
置
計
画
の
認
定
・
不
認

定
を
判
断
し
、事
業
者
に
そ
の
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

３　

条
例
の
内
容
（
共
生
税
条
例
）

（
１
）
課
税
の
目
的

地
域
の
自
然
環
境
等
と
再
エ
ネ
施
設
と
の
共
生
を

図
る
た
め
、
共
生
条
例
と
一
体
と
な
っ
て
、
そ
の
政

策
効
果
・
実
効
性
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

に
と
っ
て
望
ま
し
い
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入

に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
法
定
外
普
通
税

「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
共
生
税
」
を
課
す
る
も
の

で
す
。

（
２
）
課
税
の
仕
組
み

①
課
税
対
象

出
力
が
２
０
０
０
kW
以
上
の
太
陽
光
発
電
施
設
又

は
５
０
０
kW
以
上
の
風
力
発
電
施
設
で
あ
っ
て
、
そ

の
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
が
対
象
で
す
。

な
お
、
海
域
や
建
築
物
に
設
置
さ
れ
た
施
設
の
ほ

か
、本
条
例
施
行
時
に
現
に
所
在
す
る
施
設
な
ど
は
、

共
生
条
例
と
同
様
に
、
対
象
外
で
す
。

②
納
税
義
務
者

課
税
対
象
と
な
る
再
エ
ネ
施
設
の
所
有
者
に
課
税

し
ま
す
。

③
非
課
税
事
項

先進・ユニーク条例
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国
・
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
再
エ
ネ
施
設
の

ほ
か
、
共
生
条
例
に
定
め
る
共
生
区
域
に
設
置
さ
れ

た
施
設
は
非
課
税
で
す
。

④
課
税
標
準
等

賦
課
期
日
（
１
月
１
日
）
現
在
に
お
け
る
再
エ
ネ

施
設
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
ご
と
の
出
力
の
合

計
で
あ
る
総
発
電
出
力
に
、
税
率
を
乗
じ
て
税
額
を

算
定
し
ま
す
。

⑤
税
率

共
生
条
例
に
定
め
る
地
域
区
分
に
応
じ
て
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
ご
と
に
定
め
て
い
ま
す
。

・	

太
陽
光
発
電
施
設
の
場
合

保
護
地
域　

４
１
０
円
／
kW　
　

保
全
地
域　

４
１
０
円
／
kW　
　

調
整
地
域　

１
１
０
円
／
kW

・	

風
力
発
電
施
設
の
場
合

保
護
地
域　

１
９
９
０
円
／
kW　
　

保
全
地
域　

１
９
９
０
円
／
kW　
　

調
整
地
域　

３
０
０
円
／
kW

（
３
）
徴
収
方
法
等

納
税
義
務
者
に
対
し
て
、
賦
課
徴
収
に
係
る
申
告

義
務
を
課
し
、
県
か
ら
納
税
通
知
書
を
交
付
す
る
普

通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
し
ま
す
。

ま
た
、
納
期
は
４
月
、
７
月
、
12
月
及
び
翌
年
２

月
の
４
期
で
す
。

（
４
）
施
行
期
日

総
務
大
臣
の
同
意
後
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
し
ま
す
。

４　

条
例
に
関
連
し
た
取
組
と
今
後
の

展
望

両
条
例
を
３
月
28
日
に
公
布
後
、
共
生
条
例
の
施

行
規
則
を
４
月
19
日
に
公
布
し
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
具

体
的
な
内
容
を
５
月
21
日
に
告
示
し
ま
し
た
。
さ
ら

に
共
生
条
例
に
関
す
る
理
解
を
促
進
す
る
た
め
、
運

用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
ま
し
た
。

ま
た
、
制
度
の
検
討
過
程
に
お
い
て
は
、
そ
の
状

況
を
随
時
公
表
し
て
い
た
ほ
か
、
関
係
機
関
か
ら
の

意
見
聴
取
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
を
実
施
し
た

上
で
制
定
し
ま
し
た
。
制
定
後
も
施
行
ま
で
の
間
に

事
業
者
向
け
・
市
町
村
向
け
の
各
説
明
会
を
実
施
し

ま
し
た
。
今
後
は
共
生
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
、
県

民
が
理
解
を
深
め
、
自
ら
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る

イ
ベ
ン
ト
等
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

制
度
の
適
切
か
つ
円
滑
な
運
用
を
行
い
、
地
域
と

自
然
環
境
等
と
の
共
生
が
図
ら
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
導
入
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

共生条例HP 共生税条例HP


